
議案第１号 

   令和７年度東郷町一般会計補正予算（第７号） 

 令和７年度東郷町の一般会計補正予算（第７号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，１８０，１６１千円を

増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１９，４２６，５７３千円と定

める。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 （繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加は、「第２表繰越明許費補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第３条 債務負担行為の追加は、「第３表債務負担行為補正」による。 

 （地方債の補正） 

第４条 地方債の追加及び変更は、「第４表地方債補正」による。 

  令和８年２月２４日提出        東郷町長 石 橋 直 季 
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第２表 繰越明許費補正 
追 加 

款 項 事業名 金額 

 

10 教育費 

 

２ 小学校費 

 

小学校屋内運動場空調整備事業 

 

千円 

４３３，９９９ 

 

10 教育費 

 

２ 小学校費 

 

春木台小学校長寿命化改修事業 

 

 

７４６，１６２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第３表　債務負担行為補正

追　加

事　　項 期　　間 限　度　額

千円

外 国 語 通 訳 及 び 翻 訳 業 務 令和８年度 ３，７３３

保 育 園 事 業 系 ご み 収 集 運 搬 処 分 業 務 令和８年度 ４，８７２

資 源 中 間 処 理 委 託 業 務 令和８年度 １，６６２

小 学 校 児 童 健 康 診 断 業 務 令和８年度 ２，８４８

小 学 校 教 職 員 健 康 診 断 業 務 令和８年度 ５，８０５

小 学 校 事 業 系 ご み 収 集 運 搬 処 分 業 務 令和８年度 ４，２７１

小 学 校 Ｉ Ｃ Ｔ 支 援 員 配 置 業 務 ３６，５９１

中 学 校 生 徒 健 康 診 断 業 務 令和８年度 １，５８３

中 学 校 教 職 員 健 康 診 断 業 務 令和８年度 ３，２４８

中 学 校 事 業 系 ご み 収 集 運 搬 処 分 業 務 令和８年度 ２，１６２

中 学 校 Ｉ Ｃ Ｔ 支 援 員 配 置 業 務 １８，２９７

廃 棄 牛 乳 収 集 運 搬 処 理 業 務 令和８年度 ２，４７５

給 食 セ ン タ ー 本 館 調 理 場 空 調 整 備 業務 令和８年度 １３６，２２３

議 会 だ よ り 制 作 業 務 令和８年度 ２，９４７

令和８年度から

令和１０年度まで

令和８年度から

令和１０年度まで
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第４表 地方債補正 
追 加 

起債の目的 限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法 

 

 

小 学 校 

屋 内 運 動 場 

空 調 整 備 事 業 

千 円 

 

２２９，３００ 

 

 

 

 

 

 

普通貸借 

５．０％以内 

（ただし、利率

見直し方式で

借り入れる資

金について、利

率の見直しを

行った後にお

いては、当該見

直し後の利率） 

  政府資金につい

てはその融資条件

により、銀行その

他の場合には起債

年度から据置期間

を含めて３０年度

間以内に元利均等

又は元金均等若し

くは元金不均等の

方法で毎年度１期

又は２期に分けて

償還する。 

  ただし、町財政

その他の都合によ

り据置期間及び償

還期間を短縮し、

若しくは繰上償還

し、又は利息の定

率を高めないで借

り換えることがで

きる。 
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変 更 

起債の目的 
補     正     前 

限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法 

 

 

小学校長寿命化 

改 修 事 業 

千 円 

 

１６，８００ 

 

 

普通貸借 

５．０％以内 

（ただし、利率

見直し方式で

借り入れる資

金について、利

率の見直しを

行った後にお

いては、当該見

直し後の利率） 

  政府資金につい

てはその融資条件

により、銀行その

他の場合には起債

年度から据置期間

を含めて３０年度

間以内に元利均等

又は元金均等若し

くは元金不均等の

方法で毎年度１期

又は２期に分けて

償還する。 

  ただし、町財政

その他の都合によ

り据置期間及び償

還期間を短縮し、

若しくは繰上償還

し、又は利息の定

率を高めないで借

り換えることがで

きる。 
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補     正     後 

限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法 

千 円 

 

５７１，０００ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補正前に同じ 

 

 

補正前に同じ 

 

 

補正前に同じ 
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